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公 安 委 員 会 会 議 録 

 

開 催 日 時 

自 午後 １時００分 

令和６年９月４日（水）   

              至 午後 ４時３０分 

 

開 催 場 所 

 

 

 山口県警察本部公安委員会室、同公安委員室 

 

出 

席 

者 

公 安 委 員  弘永委員長 大田委員 今村委員 

 

 

第１ 審議概要 

本部長、警務部長、生活安全部長、地域部長、刑事部長、交通部長、警備部長、情報

通信部長及び首席監察官同席の上、下記の報告を受けた。 

 

１ 能登半島地震に伴う特別自動車警ら部隊の派遣状況 

地域部長から、 

 被災地における警戒、警ら活動及び現場広報等により犯罪を抑止するとともに、被

災者にパトカーや制服警察官の姿を見せることにより、安心感を与えることを任務と

している。 

⑴ 活動状況 

ア 派遣期間 

  令和６年１月３１日から同年８月１６日までの間 

イ 派遣回数等 

１回の派遣は１２日間で、計１１回、通算１３２日間派遣した。 

ウ 派遣場所 

石川県北部の珠洲警察署管内又は輪島警察署管内 

エ 派遣人員 

延べ７１人 

オ 車両台数 

延べ２２台 

    カ その他 

○ 山口県から持参した飲料水をパトカーに積載しており、被災者に供給した。 

○ 派遣時における宿泊先は、当初、活動場所と距離のある宿舎であったが、徐々

に解消された。 

○ 発災後間もない頃は、厳冬期であったが、活動中の待機場所も確保できず、

休憩や仮眠はパトカー内の時もあった。 

⑵ 隊員から見た復興状況 

使用頻度の高い道路や水道は復旧し、仮設住宅も整っている反面、主要道路以外

の道路は手つかずの部分もあり、倒壊家屋の撤去等は行われているが、停滞感が否

めない。 

⑶ 住民の声 

県外からの業者等が出入りするので、不安を感じているが、他県から応援の警察
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官が巡回してくれるので、安心できるといった声もあった。 

  旨の説明があった。 

大田委員から、「１月の厳冬期から８月の猛暑まで、生活環境が整わない中での活動

お疲れ様でした。被災地住民も県外からの応援を受け、生活を支えられることで、喜ば

れているのではないかと思う。飲料水の供給など、臨機応変に対応できており、非常に

良かった。」旨の発言があった。 

今村委員から、「大変な時期であり、派遣側の幹部も気を使ったのではないか。派遣

者の健康管理は自己管理に任せきりになることも多いと思うが、派遣者に体調不良者

は出なかったか。活動において健康管理は大切であり、昔は被災地では我慢して当たり

前といった風潮もあったと思うが、最近では環境を改善する様々なツールがあるので

工夫できたらよい。」旨の発言があり、地域部長から、「派遣中の職員に、体調不良者

は出なかった。幹部による管理方法としては、日々の声掛けを実施している。派遣者の

選定において、年齢や惨事ストレスの耐性なども選定の参考としている。」旨の説明が

あった。 

弘永委員長から、「被災地における宿舎確保が困難であったという事情から、山口県

において被災した際の宿泊先確保として、山口県旅館ホテル生活衛生同業組合との協

定を締結していたが、教訓を生かした良い施策である。今後とも引き続きお願いする。」

旨の発言があった。 

 

２ 運転免許行政のデジタル化等の推進 

交通部長から、 

 運転免許行政は大きな転換期を迎え、年末には新運転者管理システムの導入に加

え、マイナ一体化（マイナンバーカードと運転免許証の一体化）等、各種デジタル化

施策や運転免許証の即日交付が可能な施設の拡充により、県民の利便性の向上を図

り、これを契機とし、デジタル化の効果を県民が実感できる、運転免許窓口体制の構

築等に向け、業務の合理化・効率化を推進し、実態に即した運転免許行政を実現でき

るよう推進していく。 

⑴ 主要施策 

ア  運転免許行政のデジタル化の推進 

 〇 新運転者管理システムの導入（令和６年１２月８日） 

   各都道府県警察が個別に運用しているシステムを、警察庁が整備する全国共

通基盤の新システムへ移行する。 

 〇 自動申請受付機の導入（令和６年１２月８日） 

   山口県下すべての運転免許窓口に導入し、更新期間の確認など、職員が実施

していた手続きを自動化することで職員の負担軽減となり、申請者も自動で申

請書類を作成できるようになることで、負担が減少する。 

 〇 マイナ一体化（令和７年３月開始予定） 

   運転免許証に記載されている情報を、マイナンバーカードのＩＣチップに記

録できるようになる。 

制度開始後は、一体化したマイナンバーカードのみを所持、運転免許証のみ

を所持、マイナンバーカードと運転免許証の双方を所持することを選択できる

ようになる。 

   これにより、窓口の手続きが煩雑となることから、マイナンバーカードの取

扱窓口は、将来的に運転免許証の即日交付が可能な５施設に集中化していくこ

とも検討している。 
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 〇 オンライン講習の全国運用（令和７年３月開始予定） 

   現在は山口県を含む４道府県で、モデル事業として実施しているところ、全

国運用が開始される。 

   ただし、運用開始後はマイナ一体化を選択した方のみが対象となる。 

イ ニーズに応じた施策の推進 

  〇 運転免許証の即日交付施設の拡充 

    現在、運転免許証の即日交付が可能な施設は、総合交通センター、下関警察

署、岩国警察署のみであるが、周南地域及び萩地域でも運転免許証の即日交付

施設を新設するよう計画している。 

    周南地域では周南総合庁舎、萩では萩トレイルセンターに整備を予定してお

り、県民のニーズと職員の業務負担を考慮し、日曜窓口の開設と、平日におけ

る閉庁日の設定を検討している。 

  〇 出張型運転免許手続き 

  運転免許窓口の合理化として、窓口を廃止した地域を補完するために、令和

５年度から阿東地域にて出張型免許業務を試行運用しており、今後、廃止対象

となる中山間地域のニーズを考慮し、運用を検討していきたい。 

ウ 実態に即した運転免許行政の実現 

  運転免許窓口の統合や運転免許証即日交付施設の拡充を図ることで、申請者の

少ない幹部交番においては、運転免許窓口を廃止するなどの合理化を進め、人的

資源の有効活用を行いたい。 

 〇 令和７年３月に、申請者の少ない、５幹部交番（広瀬、岩国西、平生、江崎、

彦島幹部交番）の窓口業務を廃止 

 〇 令和７年４月に、著しく取扱の少ない原付免許試験や、国際免許の申請など

の業務を総合交通センターに集約 

 〇 令和７年５月に、周南地区において運転免許証の即日交付施設の運用開始に

伴い、近隣における２署１幹部交番（下松、周南警察署、周南西幹部交番）の

運転免許窓口業務を廃止 

⑵ 取組による効果  

〇 免許更新者の約７割は運転免許証の即日交付が可能な施設で手続きを行って

おり、これを現在の３か所から５か所に増やすことで、県民のニーズや社会情勢

に応じた行政サービスの提供が可能となる。 

〇 合理化によって得られた人的リソースは、行政サービスの更なる活用も可能と

なり、交通部門以外にあっても、街頭活動等、重点分野への警察力の投入も可能

となる。 

〇 時間外勤務の縮減に伴う働きやすい職場環境の構築を行う。 

⑶ 今後の取組 

  新しいシステムの導入に伴い、施設の改修や機器の整備を行い、担当する職員の

スキルアップに向けたマニュアル整備や教養の実施、トラブルへの対処訓練も実施

し、万全の体制を構築したい。 

また、県議会や、自治体関係者等に対する説明に加え、県民に対する広報を進め

ていく。 

旨の説明があった。 

大田委員から、「それぞれの施策の運用開始時期が、早いものは本年中など決まって

おり、準備等が大変だと思うが、導入した機器に不慣れな県民もいると思うので、しっ

かりアドバイスしてほしい。合理化・効率化により人員の余裕ができた場合は、他の行
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政サービスが充実するよう、よろしくお願いする。」旨の発言があった。 

今村委員から、「デジタル化は大切な流れであるが、高齢の方には難しいところもあ

ると思う。マイナ一体化について、運転免許証の更新時に選択できることは分かった

が、仮に運転免許の更新時には、マイナ一体化を選ばなかったが、後に一体化を希望す

るなどの変更も可能であるのか。可能な場合は、しっかりと広報してほしい。」旨の発

言があり、交通部長から、「運転免許証の更新時ではなくともマイナ一体化とすること

は可能である。」旨の説明があった。 

弘永委員長から、「県民に対し、１２月からの開始される施策もあるので、広報をし

っかりお願いしたい。」旨の発言があった。 

 

３ 山口市大内氷上における死亡ひき逃げ事件の発生・検挙 

交通部長から、 

事件概要として、被疑者は、令和６年８月３１日土曜日午前３時頃、大型貨物自動

車を運転し、山口市大内氷上六丁目先国道２６２号上において、同所に横臥した被害

者を轢過したのに、直ちに車両の運転を停止して、同人を救護する等必要な措置を講

ぜず、かつ、その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を、直ちに最寄りの警

察署の警察官に報告しなかったものである。 

  令和６年８月３１日に目撃者からの通報により山口警察署で認知しており、現場

付近の防犯カメラ、通行車両のドライブレコーダー映像の精査により容疑車両が浮

上、その後、同車両及び運転手を下関市内で発見し、翌９月１日午前０時３５分、過

失運転致傷及び道路交通法違反（不救護・不申告）により通常逮捕した。 

旨の説明があった。 

大田委員から、「捜査の成果として被疑車両を特定できたことは良かった。不運な事

故であるかもしれないが、被疑者が轢過したとすれば、罪を償ってほしい。」旨の発言

があった。 

今村委員から、「捜査状況について、見事な理論構築であった。夜間であったので対

応が大変であったと思う。これからも引き続きよろしくお願いする。」旨の発言があっ

た。 

弘永委員長から、「早期検挙となり、素晴らしいと感じた。」旨の発言があった。 

 

４ 災害警備諸対策の推進状況 

警備部長から、 

 災害対策を取り巻く現状として、能登半島地震の警察措置を踏まえ、情報収集・集

約機能や対処能力の強化等が課題とされる中、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注

意）が発表されるなど、災害対策の更なる推進が必要である。 

今後は、台風の発生も予想されており、さらに、南海トラフ地震が発生した際は、

山口県でも甚大な被害が出る可能性があることから、水害や地震への対策が急務と考

えている。 

⑴ 推進状況  

ア 大規模災害の最初期における情報収集・集約の更なる強化 

  警察にとって災害時に最も重要なのは救命救出活動である。この活動を行う 

ためには、災害発生時に情報収集及び集約が必要である。 

○ 無線端末であるＰⅢや、ドローン、ヘリテレ等による映像・画像を災害警備

本部へ伝送し情報を収集する。 

○ 現場警察官の体感や周囲の状況等を「生の声情報」として迅速に集約する。 
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イ 対処能力の強化 

  ６月に山口県警全体と情報通信部で、指揮系統を再確認するための図上訓練を

実施し、さらに、受援部隊の宿泊場所を確保するための協定の締結、県や消防、

民間との合同訓練など、各種対策に取り組んでいる。 

〇 機動隊と警察署員により、航空機からのホイスト訓練を実施 

〇 解体予定の公共施設を活用し、警察・消防合同救出救助訓練として、鉄筋コ 

ンクリートを切断して要救助者を救助する訓練を実施 

〇 警察庁指定広域技能指導官による技術指導を受けながら、倒壊家屋から埋 

没者捜索訓練を広域緊急援助隊集合訓練として実施 

〇 美祢地区は水害が多いことから、一般道路では被災地に辿り着けない場合 

に、宇部伊佐専用道路を警察車両が通行できるよう、山口県警察とＵＢＥ三菱

セメント（株）宇部セメント工場との協定を、８月２７日に締結 

⑵ 今後の方針 

  警察官個々の対処能力向上に向け、教養動画配信システムを活用した指導、警察

署単位での個別訓練、自衛隊や消防と連携した対処訓練を行い、体制を強化してい

きたい。 

旨の説明があった。 

大田委員から、「南海トラフ地震がいつ発生するかわからないので、災害に備えて訓

練することが必要である。宇部伊佐専用道路の通行について、時間短縮になることから

良い案である。」旨の発言があった。 

今村委員から、「訓練と準備は可能な限り行っておく必要がある。ＪＲ美祢線などが

被災している状況から、鉄道や一般道路では被災地にたどり着けない場合、宇部伊佐道

路を通行できることは有効である。」旨の発言があった。 

弘永委員長から、「南海トラフ地震への備えとして、高知県警察本部長を経験された

熊坂本部長にご意見をいただきたい。」旨の発言があり、本部長から、「よくやってくれ

ている。個々の職員の育成状況を管理していく必要がある。」旨の説明があった。 

 

第２ 決裁・報告 

   課長等から下記のとおり説明を受け、決裁を行うなどした。 

 

 １ 決裁概要 

  ⑴ 運転免許の行政処分 

    運転管理課長から、運転免許の行政処分に係る意見の聴取・聴聞への出席者１人か

らの聴取結果について報告を受けるとともに、処分理由等の説明を受けた後、審査の

上で処分を決定した。欠席者１２人については、運転管理課長から処分理由等の説明

を受けた後、審査の上で処分を決定し、他１人については、再呼出しとした。 

  ⑵ 意見の聴取・聴聞の主宰者指名 

  運転管理課長から、９月２５日に開催する意見の聴取・聴聞における主宰者の指名

について説明を受け、決裁した。 

⑶ 審査請求に係る弁明書の作成 

運転免許課長から、７月２６日に受理の報告を受けた審査請求について、弁明書を

決定し、審査請求人に対する弁明書の送付及び反論書の提出要求について説明を受

け、決裁した。 

⑷ 審査請求の審理 

交通企画課長から、令和５年１０月４日に受理の報告を受けた審査請求について、

公安委員会会務官から、令和６年７月２６日に受理の報告を受けた審査請求につい
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て、警備課長から、令和５年１月１８日に受理の報告を受けた審査請求について、そ

れぞれ審理経過の説明を受け、裁決書を決裁した。 

 ⑸ 公安委員会宛て文書への対応方針 

   公安委員会会務官から、公安委員会宛てになされた文書について対応方針の説明

を受け、決裁した。 

⑹ 苦情の申出に対する調査結果及び回答 

捜査第二課長から、７月２４日に受理の報告を受けた公安委員会宛ての苦情の申出

について、交通指導課長から、７月２４日に受理の報告を受けた公安委員会宛ての苦

情の申出について、それぞれ調査結果の説明を受け、回答文を決裁した。 

⑺ 審査請求に係る公文書の提示依頼 

    警察県民課長から、令和５年１１月１５日付けで警察本部長が行った処分に対す

る審査請求について、山口県情報公開・個人情報保護審査会から公安委員会に対し公

文書の提示依頼があった旨の説明を受け、決裁した。 

 

２ 報告概要 

 ⑴ 山口県交通安全フォトコンテスト２０２４の審査 

   交通企画課長から、山口県交通安全フォトコンテスト２０２４の審査について、説

明を受けた。 

⑵ 犯罪被害者等給付金等の裁定に関する審査基準の改正 

警察県民課長から、犯罪被害者等給付金等の裁定に関する審査基準の改正につい

て、報告を受けた。 

 ⑶ 拳銃射撃競技大会の開催 

   教養課長から、拳銃射撃競技大会の開催について、説明を受けた。 

⑷ 監察関係業務報告 

  監察官室長から、９月県議会で報告する損害賠償事案及び８月中の警察本部長宛

てになされた苦情の処理状況等について、それぞれ報告を受けた。 

 

第３ 協議 

今後の公安委員会における運営について、協議した。 

  

 


